
千葉市食品衛生検査等事務分掌要領  

１ 趣旨  

この要領は、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第２９条の規定に基づく食品衛

生検査施設及びこれに準じて食品、添加物、器具又は容器包装の検査等を行う施設におい

て、食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省令第２３号。以下「施行規則」という。）第３

７条に基づく検査又は試験（以下「検査等」という。）に関する事務の管理を適正かつ円滑

に実施するため、必要な事務分掌を定めるものとする。  

 

２ 定義  

この要領において用いる主な用語の意義は、次のとおりとする。  

（１）検査施設を管理する者とは、検査等の総括に係る者をいう。 

（２）検査部門とは、検査等の実施に係る部門をいう。 

（３）検査区分とは、検査部門における理化学的検査、微生物学的検査及び動物を用いる検

査の各区分をいう。  

（４）信頼性確保部門とは、検査等の信頼性の確保に係る部門をいう。 

  

３ 検査施設を管理する者 

（１）検査施設を管理する者は、医療衛生部長とする。 

（２）検査施設を管理する者は、自らの業務をその内容に応じてあらかじめ指定した者に行

わせることができるものとする。 

（３）検査施設を管理する者は、次に掲げる業務を行うものとする。  

ア 千葉市食品衛生検査施設における検査等の業務管理要領２（４）に規定される業務 

イ その他必要な業務 

 

４ 検査部門責任者  

（１） 次の表の第１欄に掲げる検査部門においては、同項の第２欄に掲げる者をそれぞれの

検査部門責任者とする。 

    表   

     

（２）検査部門責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。  

ア 検査部門の業務の総括  

イ 施行規則第３７条の第６号に規定される業務  

ウ その他必要な業務  

 

５ 検査区分責任者  

（１）次の表の第１欄に掲げる検査部門の同項第２欄に掲げる検査区分においては、同項第

３欄に掲げる者を検査区分責任者とする。  

第１欄 第２欄 

保健所 保健所長 

環境保健研究所 環境保健研究所長 



表  

第１欄 第２欄 第３欄 

保健所 

理化学的検査 (市場・食鳥検査室を除

く) 

微生物学的検査 (    〃    ) 

動物を用いる検査（   〃    ） 

食品安全課長  

食品安全課長  

食品安全課長 

理化学的検査（市場・食鳥検査室 ）  

微生物学的検査（  〃    ）  

動物を用いる検査（  〃   ） 

市場・食鳥検査室担当課

長 

市場・食鳥検査室担当課

長 

市場・食鳥検査室担当課

長 

環境保健研究所 理化学的検査  

微生物学的検査  

動物を用いる検査 

 

健康科学課長 

（２）検査区分責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。  

ア 施行規則第３７条第１号及び第７号に規定される業務  

イ その他必要な業務 

  

６ 信頼性確保部門責任者  

（１）信頼性確保部門においては、医療衛生部長を信頼性確保部門責任者とする。  

（２）信頼性確保部門責任者は、自らの業務をその内容に応じてあらかじめ指定した者に行

わせることができるものとする。  

（３）信頼性確保部門責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。  

ア 施行規則第３７条の第２号から第５号までに規定される業務  

イ その他必要な業務  

 

７ 業務の兼務又は代理 

（１）信頼性確保部門責任者は、複数の検査部門において、この要領に規定する当該業務に

限り兼務することができるものとする。  

（２）（１）の規定は、検査部門における検査部門責任者及び検査区分責任者についても同

様とする。  

（３）検査等を行う職員にあっては、必要に応じて、検査区分における検査等の業務を兼務

することができるものとする。 

（４）検査部門責任者又は検査区分責任者は、不在の場合その他不測の事態を勘案し、あら

かじめ職務代理者を指名することができるものとする。  

 

８ その他 

この要領に定めるもののほか、食品衛生検査等事務分掌に係る必要な事項は、医療衛生



部長が別に定める。 

 

 

 

附則  

（施行期日）  

この要領は、平成９年４月１日から施行する。  

この要領は、平成１２年４月１日から施行する。  

この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

この要領は、平成１６年１０月１日から施行する。  

この要領は、平成２１年３月３１日から施行する。 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


